
保健師、看護師 555 点 550 円 1,110 円 1,660 円

准看護師 505 点 500 円 1,010 円 1,510 円

保健師、看護師 655 点 650 円 1,310 円 1,960 円

准看護師 605 点 600 円 1,210 円 1,810 円

保健師、看護師 740 点 740 円 1,480 円 2,220 円

准看護師 740 点 740 円 1,480 円 2,220 円

保健師、看護師 298 点 290 円 590 円 890 円

准看護師 298 点 290 円 590 円 890 円

１回
保健師、看護師 850 点 850 円 1,700 円 2,550 円

210 点 210 円 420 円 630 円

420 点 420 円 840 円 1,260 円

450 点 450 円 900 円 1,350 円

380 点 380 円 760 円 1,140 円

800 点 800 円 1,600 円 2,400 円

600 点 600 円 1,200 円 1,800 円

640 点 640 円 1,280 円 1,920 円

500 点 500 円 1,000 円 1,500 円

250 点 250 円 500 円 750 円

150 点 150 円 300 円 450 円

520 点 520 円 1,040 円 1,560 円

200 点 200 円 400 円 600 円

2,500 点 2,500 円 5,000 円 7,500 円

150 点 150 円 300 円 450 円

450 点 450 円 900 円 1,350 円

800 点 800 円 1,600 円 2,400 円

さくらがわ地域医療センター 訪問看護ステーション

〒309-1246 茨城県桜川市高森1000　  / ℡ 0296-45-5780

2018年11月1日

訪問看護基本療養費Ⅲ

訪問看護費
（医療保険給付）

3割負担

週3日まで

週4日以上

内容 基本点数
負担額

項目

訪問看護療養費Ⅰ
（1日1回につき）

訪問看護基本療養費

1日目

2日目～

2割負担1割負担

利用料金表

 以下のⅠ、Ⅱ、Ⅲの項目を合算したものがご利用料金となります。

Ⅰ．基本料金

1日３回訪問以上×日数

Ⅱ．主な加算

加      算      項      目 内　　容 基本点数
利用料金

1割負担 ３割負担2割負担

特別管理指導加算 特別な管理が必要な場合（悪性腫瘍、気管切開等）に算定。

夜間早朝加算 午前６時～午前８時、又は午後６時～午後１０時の時間帯に訪問
看護を行った場合。

深夜加算

死後処置料 ターミナルケア実施中に死亡された後の処置に係る費用 10,800円

項            目 内容 金額（税込）

実施地域を越えた場合の交通費 実施地域を越えた地点から、片道１キロメートル以上毎 片道1キロにつき50円

Ⅲ．その他の料金（介護保険給付とならないサービス）

特別管理加算Ⅰ 加算Ⅰ：気管カニューレ・留置カテーテルを使用している状態にある場合。
加算Ⅱ：在宅酸素・人工肛門・重度の褥瘡状態にある方。
月１回算定。

特別管理加算Ⅱ

ターミナルケア療養費 ターミナルケアを行った死亡月に算定。

長時間訪問看護加算 １時間３０分を超える場合、３０分毎。

訪問看護情報提供療養費 利用者の希望により契約。月１回算定。

　情報提供療養費 月１回算定。

　難病等複数回訪問加算 1日2回訪問×日数

　難病等複数回訪問加算

　24時間対応体制加算 月１回算定。

　退院時支援指導加算 退院時算定。

午後１０時～午前６時の時間帯に訪問看護を行った場合。

複数名訪問看護加算（30分未満） 同時に複数の看護師等により訪問看護を行った場合。週1回を限
度として算定。

複数名訪問看護加算（30分以上）

　退院時共同指導加算 利用者の状態に応じて月２回を限度として算定。
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